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第 2/2021 号 

2021 年 8 月 23 日 

半導体産業の競争力および供給網を強化すべく、 

タイ投資委員会（BOI）は前工程にかかる恩典を拡充 

 

タイにおける半導体製造プロセスの前工程への投資を促進するため、タイ投資委員会（BOI）は資本と

技術集約型のウェハー製造に対する法人所得税免除恩典を最大10年間まで拡充した。 

 

また外国からの新規投資を誘致するとともに、デジタル産業を取り巻く環境変化を踏まえ、高度技術

や大型投資、自動化の製造工程が必要になった半導体、半導体素子、およびプリント回路基板（PCB）

産業における既存企業の製造拠点拡大を支援するために、BOIは同産業に対する法人所得税免除恩典を

最大8年間に、関連するPCBA事業に対しても最大5年間まで延長した。 

 

第 1 グループ：半導体素子の製造 
半導体製造プロセスの前工程であるウェハーの製造、例：電子設計、シリコンウェハー、ウェハファブ 

- 10 年間法人所得税免除 
半導体素子および/または半導体素子部品の製造、例：ウェハソート、ダイバンク、アセンブリ、IC テ

スト 

- 機械への投資額が 15 億バーツ以上：8 年間法人所得税免除 
- 機械への投資額が 15 億バーツ未満：5 年間法人所得税免除 
 
第 2 グループ：プリント回路基板の製造 
多層またはプリント基板（PCB）の製造、例：PCB ファブ、ファブラブ、表面実装、スルーホール 

めっき、PCBA テスト 

- 機械への投資額が 15 億バーツ以上：8 年間法人所得税免除 
- 機械への投資額が 15 億バーツ未満：5 年間法人所得税免除 
 
第 3 グループ：電子回路基板の製造 
プリント基板アセンブリ（PCBA）の製造、例：ボックスビルド、製品テスト、梱包・輸送 

- 機械への投資額が 5 億バーツ以上：5 年間法人所得税免除 
- 機械への投資額が 5 億バーツ未満：3 年間法人所得税免除 
 
インフォグラフィック： 

【英】https://www.boi.go.th/upload/content/semiconductorEN.pdf 

【日】https://www.boi.go.th/upload/content/SemiconductorJP.pdf 

https://www.boi.go.th/upload/content/semiconductorEN.pdf
https://www.boi.go.th/upload/content/SemiconductorJP.pdf


 

 

 

お問い合わせ先： 

本情報便の内容についてのご質問、タイ進出に関するご相談がおありの方は、ぜひお気軽に下記のタイ

投資委員会（BOI）東京事務所またはタイ投資委員会（BOI）大阪事務所までご連絡を頂ければと存じ

ます。 

 

 



 

BOI 東京事務所 

 タイ王国大使館経済・投資事務所 

〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-3  

福田ビルウェスト8階 

Tel. : 03 3582 1806  

E-mail : tyo@boi.go.th 

 

BOI 大阪事務所 

 タイ王国大阪総領事館 

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎1-9-16 

バンコク銀行ビル7階 

※BOI大阪事務所の管轄エリアは、関西、中国および四国 

Tel. : 06 6271 1395  

E-mail : osaka@boi.go.th 

 

Line：@boinews 

Facebook：BOI NEWS 

BOIのホームページ：www.boi.go.th   
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